
秋田県空港脱炭素化推進協議会 規約

（目的）

第１条 秋田県空港脱炭素化推進協議会（以下、「協議会という。）は、秋田空港および

大館能代空港の空港脱炭素化推進計画の作成及び実施その他空港の脱炭素化に関し必要

な協議を行うために設置する。

（協議事項）

第２条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

（１）空港脱炭素化推進計画の作成及び実施に係る事項

（２）その他空港脱炭素化の推進に必要な事項

（構成員等）

第３条 協議会の構成員等は、別表に掲げる者とする。

（会長）

第４条 協議会には会長を置く。

２ 会長は、秋田県建設部次長とする。

３ 会長は、協議会を代表し、会務を統率する。

（運営）

第５条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。

２ 協議会の招集が困難である場合等にあっては、書面等により協議を行うことができる。

３ 会長は必要があると認めるときは、構成員等を追加できるとともに、協議会に構成員

等以外の者の出席を求めることができる。

４ 会長は必要があると認めるときは、協議会の下に作業部会を設置することができる。

（事務局）

第６条 協議会の事務を処理するため、秋田県建設部港湾空港課に事務局を置く。

（情報公開）

第７条 協議会は、自由な意見交換を担保する観点等から、原則として非公開とする。

２ 議事次第以外の配付資料の公開又は非公開の判断は、資料作成者と事務局が協議のう

え、事務局が行う。

（守秘義務）

第８条 協議会の構成員は、個人情報その他協議会で知り得た秘密を他に漏らしてはなら

ない。その職を退後も、同様とする。

（その他）

第９条 本規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定め

る。

附則

本規約は、令和６年１月２２日から施行する。


